








研究の要旨:

平成 2年 7月よりモデル市町村において、市町村の「母子保健計画」を策定し、地域の特

性を踏まえた計画的な事業の推進を図ることを目的に発令された『地域母子保健特別モデ

ル事業」(厚生省児童家庭局通知・児発 584 号および児童家庭局母子衛生課長通知・児母

衛第 21 号)と・健診にて『要経過観察』といわれた児および家族に対する包括的健康管理

および支援システムの確立を目的に発令された『乳幼児健全発達支援相談指導事業」(厚

生省児童家庭局通知・児発 481 号一平成 3年 5月 22 日付)の各事業についてのアンケート、

およびヒアリングおよび班員の研究の知見も加え、その実施状況と問題点を検討した。そ

の結果を踏まえ本事業の全国実施と拡充を目的に次年度はモデル作成を実施する。


